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團

新 型 インフル]ニンザ(,、.ンデミック(HlN1)2009)に 対 す る

国 民 の 抗 体 保 有 状 況 につ いて

平成21年9月24日 新型インフルエンザワクチンに関する意見交換会提出資料

国立感染症研究所感染症情報センター

岡部信彦、多屋馨子、佐藤 弘、新井 智、荒木和子、山本久美

新型 インフルエンザ(以 下 、パンデミック(HIND2009と 同義 とする)に 対す る国 民各 年代 層 の抗

体 保有 状況 について、国 立感 染症 研 究 所 国内血 清 銀行 の血 清検 体 のうち931検 体 を用いて

赤 血球 凝集 抑 制法(HI法)及 び 中和法 により測 定を行った。

その結 果 、新 型インフルエンザ ウイルス(A/California/07/2009pdm)に 対 する抗 体 に関して

は、1917年 以前 に生まれ た者 の5096か ら60%が 保有 していたが 、1920年 代 生まれ の者 では

約20%、1930年 代 以降 に生 まれ た者 については陽 性者 は ほとんどおらず 、HI法、中和 法 とも

ほ ぼ同様 の結 果であった。

※ 本報告は、平成21年 度科学技術振興調整費 「重要政策課題への機動 的対応の推進」プログラムにおける

「新型インフルエンザ対策に資する研究」で実施した研究の一部である。

【研究概要】

新型インフルエンザ(パ ンデミック(HIN1)2009)の 国内発生が確認され、日本において感染が

拡大 しつつある。これまでの国内外のデータによると、罹患者 は若年世代に多く、重症化事例

は基礎疾患を有するものに加えて比較的若年者 に多いことが報告され ている。また、過去に

おける流行株との関係も示唆されていることから、国立感染症研究所国内血清銀行 の血清検

体を活用して、新型インフルエンザウイルス(A/California/07/2009pdm)等 に対する抗体保有

状況に関して血清疫学調査を行った。

【方 法 】

国 立感 染症 研 究 所 国内血 清 銀 行(注)の システムを用 い、1970年 代 以降 に採 血され 保 存さ

れ ていた血清 検 体 のうち、各年 代 層か ら抽 出 した計931検 体 を用 いて 日本 に住 む人 々のインフ

ルエンザA/HINIpdmウ イルスおよび2008/09と2009/10シ ーズンの ワクチン株 に用 いられてい

るA/HlN1亜 型の インフル エンザ ウイルスに対する抗体 価 を測定 し、両 者 を比較 検 討 した 。

測 定 は 、赤 血 球 凝 集 抑 制 法(HI法)に よ り 、新 型 イ ン フ ル エ ン ザ ウ イ ル ス

(A/California/07/2009pdm)お よび ワクチン株 ウイルス(A/Brisbane/59/2007(HIN1))に 対 す
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る 血 清 中 の 抗 体 価 を 測 定 す る と と も に 、新 型 イ ン フ ル エ ン ザ ウ イ ル ス

(A/Calif。rnia/07/2009pdm)に ついては 中和法 でも測 定 した。

また、RT-PGR法 でインフルエンザA/HINlpdmウ イルスの 感染 が確 認 され インフルエンザ 様症

状を呈 した患者 のペア血 清 につ いても同時 に検 討を行 った。

(注)国 立感染症研究所国内血清銀行

国立感染症研究所においては、過去約30年 間にわたる約15万 人分の血清を国内血清銀行に保管

し、所内審査委員会の承認の元で血清疫学的調査等に使用している。

【結 果 】

・RT-PCR法 でインフルエンサ"A/HIMpdmウ イルス遺伝 子 が検 出 され たインフル エンザ 患者 の

血清 につ いては 、発 症 から概 ね1週 間 以上 経過 後 に採血 した血 清 で、HIな らび に中和抗 体

陽転 が 認 められ たく別 紙1>。

・2008/09シ ーズンならび に2009/2010シ ーズンの ワクチン株 ウイルス(A/Brisbane/59/2007

(HIN1))に 対 し て 高 い 抗 体 価 を 保 有 して い て も 、新 型 イ ン フ ル エ ン ザ ウ イ ル ス

(A/California/07/2009pdm)に 対する抗 体 価 とは相 関 が認 められ なかった く別 紙2>。

・ 新型 インフルエンザ ウイル ス(A/California/07/2009pdm)に 対する抗 体 については 、1917年

以前 に生まれた者 の50%か ら60%が 抗 体 を保有 していたが 、1920年 代 生まれ の者 につ

いては抗体 陽性 者 は存在 するもの の、その割 合 は20%程 度であり、1930年 代 以 降に生ま

れた人 においては抗体 陽 性者 はほ とん どいなかった 〈別紙3>。

・HI法 と中和 法 の測 定 結 果 の 間に は大 きな差 は認 め られ ず 、また 、患者 血 清 における抗 体

陽転 の結 果か らも、今 回使 用 したHI法 は新 型 インフルエンザ(パ ンデミック(HIN1)2009)の

検査 診 断 に利用 可能 な方法 と考 えられ た く別紙1,3>。

【別 紙 】

1.イ ンフルエンザA/HINlpdmウ イル ス遺 伝 子 陽 性 の インフル エ ンザ 患 者 血 清 の 抗 体 保 有 率

2.A/California/07/2009pdmとA/Brisbane/59/2007(HIM)の 比 較

3.1970-2000年 代 採 血 の 推 定 生 年 群 別A/Calif・rnia/07/2009pdmに 対 す る抗 体 保 有 率
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インフルエンザA/削Mpdmウ イルス遺伝子陽性の

インフルエンザ患者血清の抗体保有率
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匪
新型インフルエンザ既感染者に対するワクチン接種について

麺
○ 既感染者へのワクチン接種についてどう考 えるか

・既感染者に対 してワクチ ン接種は必要か?

・既感染者に対 してワクチン接種は安全か?

・既感染者の範囲はどこまでか?

1.こ れ ま で の知 見

(1)既 感染者への ワクチ ン接種 の必要性 につ いて

〈ア ジアかぜ 〉(参 考:ア ジアかぜ流行史 日本公衆衛生協会)

○ 第二波 において、ア ジアかぜ に再感染 した例 はた しか にある。 しか し、

再感染例は、数百 名中14例 にす ぎなか った。第 一波の流行 で、全体 と し

て少な くとも30%程 度が感染 した と考 え られた ことを勘案す ると、再感染

例 がわずかである とい う ことは、最初の感染で得たHI価 が ある レベル以

上に保たれ ていれ ば、かな りの程度に再 感染は防がれて いるといえる。

〈季節性 イ ンフル エ ンザ 〉

○ 一般 に、インフル エ ンザ に 自然感染 した場合 は免疫抗体 を獲得 し、病気

の進 行(発 症)を 軽減 す ることは可能 と考 え られ る。

○ その ため、明 らか にイ ンフルエ ンザ に罹患 した者 は、同シー ズ ンにおい

ては、同株の ワクチ ンを接種す る必要性 は乏 しい(*1)と 考 え られ る。

(*1)自 然感染あるいはワクチン接種により、あるインフルエンザ株に対する抗体を持 って

いたとしても、抗原が大きく変異 した場合等は免疫効果がないと予想される。また、ワ

クチンの効果が期待できるのは接種2週 間後から5カ 月間程度1)と 考えられることから、

次のシーズンにはワクチンの接種を考慮しなければならない。

1)予 防接種に関するQ&A集2008年 度版 細菌製剤協会

(2)既 感 染 者 へ の ワク チ ン接 種 の 安 全 性 に つ い て

○ 一般 に既感染者 ヘ ワクチ ン接種 を行 った場合、局所反応が強 くで る可能

性(*2)が ある一方 、季 節性イ ンフルエ ンザ については、実態 と しては既

感染者についても接種 が行われて いる もの と考 え られ るが、副 反応 の頻

度が変わる等の報告 は得 られて いない。

(*2)BCGの コ ッホ 反 応 等
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2.既 感 染 者 の 範 囲 に つ いて

○ 現在、新型インフルエンザの確定診断をするためには、

①
②

③

分離 ・同定に よる病原体の検出

検体 か ら直接のPCR法(Real-timePCR法 、Lamp法 等 も可)に よ

る病 原体 の遺 伝子の検出

中和試 験に よる抗体の検出(ペ ア血清 による抗体価の有意 の上昇)

の いず れ か が 必 要 で あ る。

(注)現 状では、②のみが行われている。

(参考:健 感発0825第3号 新型インフルエンザ(A/HIM)に 係る症例定義に及び届出様式等につ

いて 平成21年8月25日)

○ 一 方 、 医 師 は 、

①

②

③
④

PCR検 査の結 果

PCR陽 性者が いる集団 に属 して いる者で あるか

イ ンフルエ ンザ簡易迅速検査(A型 陽性)の 結果

臨床症状

を総合的に勘案 し診断 を行 って いるが、新型イ ンフルエ ンザに感 染 した

三とが確実で ある者は、1のPCR検 査の陽性者のみで ある。② か ら④ に

基づ いて診断 した者につ いては、新型イ ンフルエ ンザに感染 している蓋

然性は高 いものの、他の疾患で ある可能性 も完全 には否定で きない。

※PCR陽 性者がいる集団に属する者であっても、季節性インフルエンザ等他の病気の可能性

は否定できない。簡易迅速検査でA型 陽性の者であっても季節性との区別は困難である。

また、臨床症状から新型インフルエンザと診断された者も、新型インフルエンザ と同様な

症状で流行する疾患は他にもあるため、確定診断とすることは困難である。

3.今 後 の 方 針(案)

OPCR陽 性に よ り新型イ ンフルエ ンザ と確定診断 された者 は、今 シーズ ン

において は新型イ ンフルエ ンザ ワクチ ンを接種す る必要性は乏 しいも

の と考 え られ る。

○ 一方、PCR以 外の情報 に基 づき医師が新型 イン フル エンザ感染 と診断 レ

た者 につ いて は、感染 したか ど うか確定 はで きないため、 ワクチ ンの

接種 を考慮す る。

0い ずれの場合 も、希望 に応 じて接種す る ことは可能 とす る。

O新 型イ ンフルエ ンザ と診 断 され た者が今 回の ワクチ ンの接種 あるいは

非接種 につ いて選択 で きるよ う、 ワク チ ン接 種の必要性 ・安全性 およ

び既感染者の範囲 に関す る情報提供 を行 う。
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團

ワクチ ン接種 の運用方針 につ いて

1.ワ クチ ン接種 回数 の運用方法 について

新型イ ンフル エ ンザ ワクチ ンの接種 回数については、当面2回 接種 の方針に

基づ き接種体制 の整備 を進め、 あわせて国内の臨床研究や海外の状況等につい

ての情報収 集 を進 める ことと し、適宜、1回 接種の有効性 につ いて専 門家によ

る評価 を行い、必要 に応 じて事業計 画の見直 しを行 うことを想定 している。

その際、2回 接種 の方法 と しては、以下の2通 りの考 え方が ある。

① 優 先順位 の高 い者 か ら2回 ずつ接種す る

② 優 先接種 対象者 にまず1回 ずつ接種 し、その後、優 先接種の高い者 の2

回 目を接 種す る。

2.ワ クチ ン接種 回数の運用方法 につ いて

① 優 先順位 の高 い者 か ら2回 ずつ接種す る場合

〈メ リッ ト〉

○ 優先順位 の高 い者 に、早期 に免疫 をつ けることがで きる

く課題 〉

○ 優先順位 が後半 のグルー プへの接種が遅れ る(1ヶ 月程度)

② 優 先接種 対象者 にまず1回 ず つ接種す る場合

くメ リッ ト〉

○ 優先接種 対象者全体 に対 し安心感 を与 えることがで きる

○ 多数 の者 に対 し、一定の免疫 をつ けることがで きる

く課題 〉

○ 優先順位 が高 い者へ の1回 目の接種 と2回 目の接種 の間隔が大 き く

開 く(最 大約2ヶ 月)



團
パブリックコメント意見内容及び対応方針案

分類番号 意見 内容 件数,回 答案

若年層への接種を優先すべき

2-3-3-1
若い世代、小中高校生への接種を
優先すべき。

179

小中高校生については、10歳 代の罹患が多く入院

例が 多いものの、基礎疾患を有する者などの優先

接種対象者より重症化リスクや死亡率が高いという

根拠が明確でないことから、「その他の接種者」とし
ています 。

2-5-3
上記のうち、特に小学生への接種を

優先すべき。
27

小学校低学年(10歳 未満)に ついては、現在国内
において、基礎疾患を有さない小児の重症化例が

多いことから、可能であれば優先接種対象者と同様
に対処すること、としています。

2-4

犀

乳児、小児を最優先とすべき 21

今回の予防接種は、重症者や死亡者の発生をでき
る限り減 らすことを目的としていることから、現時点

でより重症化リスクが高い「妊婦、基礎疾患を有す

る者」や重症者患者等の診療にあたる医療従事者

を優先としています。
小児(1歳 ～就学前)に ついては、それらの者と同

様、「優先接種対象者」とされ 、順次接種する対象と
なっています。

2マ5-2

子どもに国産 ワクチンを使用すべき
(未来のある子どもに安全性の確保

されていないものは接種できない)

38

2-4

1歳 未満の両親の優先度を下げ、輸

入ワクチンを使用すべき(小 中高校

生と同順序とし、国産ワクチンは小

中高校生に使用すべき)

32

ワクチンについては、国内産 ・輸入ワクチンともに、
一定のリスクがあるものとして

、使用していただくこ
とを前提 としています。ただし、国内産ワクチンの安

全性は、季節性インフルエンザと同様と考えられて

おります。

このため、小学校低学年(10歳 未満)に ついては、

現在国内において、基礎疾患を有さない者の重症
例が増えていることから、可能であれ ば優先接種対

象者と同様 に対処すること、としています。
なお、輸入ワクチンについては使用可能な時期が早

くとも12月 下旬以降となることから、優先接種対象

者である1歳 未満児の保護者 についても国産ワクチ

ンを使用することが適当と考えられます。

ワクチン接種が受けられない者への接種について

2-2-4
1歳未満でも本人に接種すべき(生

後6ヶ月以上の場合)
84

1歳 未満児については、ワクチン接種 により効果が

あるか否 か明確でなく、一方で、副反応について

は、他の年齢層と同様に発生することが想定される

ことから、今回は接種対象外としています。

2-4

基礎疾患を有する者のうち、ワクチ
ン接種できないアレルギー児童の親

を優先接種対象とすべき

28

重症化リスクが高い者のうち、ワクチンによる効果
が期待できない1歳 未満児については、次善の策と

して両親に接種することとしています。優 先接種対

象者のうち予防接種を受けられない者の保護者等
については、同様の理 由で優先接種の対象としま

す。

一1一

baba
四角形

baba
四角形



学校関係者について

今回のワクチン接種は「死亡者や重症者の発生を
できる限り減らすと」を目的としており、重症化や死

亡のリスクが高い方を優先的に接種することを考え
2-4 受験生を優先すべき 200 ています 。

受験 生については、教育関係者を中心として、受験

機会の確保等についての検討等を進めていただくこ
とを想定しています。

今回のインフルエンザワクチンは、感染拡大を防止

する効果ではなく、重症化防止効果を期待して接種
するものであり、重症化しやすい本人に接種するこ

2-4 教員等の学校関係者を優先すべき 62 とを基本としています。

集 団での発生のリスクが高い学校については、学校

や学級閉鎖等の公衆衛生的な対策等により、対応
していただくことを想定しています。

重症化リスクが高い者の周囲の者 ◎

今回のインフルエンザワクチンは、感染拡大を防止

する効果ではなく、重症化防止効果を期待して接種
するものであり、重症化しやすい本人に接種するこ

2-4

保育士、保育従事者を優先すべき。
(保育従事者の罹患により、乳児へ

の感染拡大、保育機能の低下が懸

念される。また、特に0歳 児保育を

行う事 業者、乳児院等においては、
0歳 児の両親と同様、優先接種対象

とすべき)

341

とを基本としています。
1歳 未満児に関しては、本人への接種の効果が期

待できないものとし、次善の策として保護者 に接種
するものです。
0歳 児の保育に従事する保育士については、保護
者と異なり代替可能性があることなどから、優先接

種の対象とは考えていません。

保育所においては、引き続き、症状がある者を休ま
せるなど感染防止策の徹底等を要請するなど、ワク
チン以外 の対策を総合して、その機能の維持に努

めていたただきたいと考えています。

今回のインフルエンザワクチンは、感染拡大を防止

する効果ではなく、重症化防止効果を期待して接種
するものであり、重症化しやすい本人に接種するこ

とを基本としています。

2-4
1歳 未満の小児のいる家庭 は、両親

だけでなく、家族も対象とすべき
116

1歳 未満児 に関しては、本人への接種の効果が期

待できないものとし、次善の策として保護者 に接種

するものです。ただし、一般的には両親がその世話

をするものと考えられますが、祖父母等が世話する
ことも考えられるため、「保護者」を優先接種対象者

とします 。

一2一
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2-4 妊婦の家族(特 に夫)も優先すべき 57

2-4
基礎疾患を持つ人の家族も優先す
べき 67

今回のインフルエンザ ワクチンは、感染拡大を防止

する効果ではなく、重症化防止効果を期待して接種

するものであり、重症化しやすい本人に接種するこ

とを基本としています。今回は、家族 や周囲の方へ
の接種は、本 人への接種ができない場合に限るも

のです。

妊婦、基礎疾 患を有する者等については、本人へ
の接種が可能であるため、周囲の方への接種を優

先接種の対象外とします。

ただし、妊婦、基礎疾患を有する者であって、ワクチ

ンで免疫をつけることができない者や予防接種がで

きない者については、その保護者等を優先接種対

象者とします。

高齢者について、
～

2-3-3-4

高齢者の優先に反対(新 型インフル
エンザがまん延した場合でも、社会

で働かなけれ ばならない今の現役

世代を優先すべき)

60

高齢者については、季節性インフルエンザのハイリ
スク者であり、このことから類推すれ ば、今後感染

が拡大し高齢者の罹患が増えた場合、重症者数、

死亡数が増加するものと思われます。そのため、高

齢者についてもその他の接種対象者とします。

医療従事者の定義について

2-2-1 医療従事者の定義を明確にすべき 38

2-4 医療従事者に薬剤師を含めるべき 105

医療従事者については、新型インフルエンザの発生
により急激に増大することが懸念される患者の診療

にあたる医療従事者の重症 化を防ぎ、医療体制を

維持することを目的としています。

そのため、基本的には新型インフルエンザ患者の診

療に直接従事する者 としており、その範囲について
は、今後、一定の基準や考え方を示す予定ですが、

各医療機関において、現場 の状況を勘案して接種

対象者を決定いただくことを想定します。2-4
医療従事者に事務職員等を含める
べき 95

2-4
医療従事者に保健所に従事する医

療関係者も含めるべき
13

保健所職員においては、インフルエンザ患者の搬

送、検体検査等、インフルエンザ対策を担っている

ものです。そのため、新型インフルエンザ対策に従

事し、患者の重篤化防止に貢献する保健所職員に
ついては、「医療従事者」に含まれています。

2-4 .
医療従事者に訪問看護職員、訪問
介護職員を含めるべき

17

医療従事者については、「インフルエンザ患者の診

療に従事する者」を対象としていますが、新型インフ
ルエンザが発生した場合、新型インフルエンザ罹患

者においても在宅で療養する者が増大することも予

想されるため、インフルエンザ患者の在宅療養に従

事する訪問看護師は、医療従事者に含まれるもの
と考えます。

2-4

介護者、介護職員を優先すべき
(介護者が新型インフルエンザに罹
患した場合、要介護者の生活が不
可能となる)

124

2-4

一

福祉関係者を優先すべき 29

一3一
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基礎疾患の範囲について

優先接種対象となる基礎疾患の範囲については、
2-2-3 基礎疾患の疾病名を明確にすべき 68 学会等とも相談 、協議を行いながら検討していると

ころであり、9月 末を目処に公表する予定です。

インフルエンザワクチンは、感染を防止する効果で

はなく、重症化防止効果を期待しており、重症化し

やすい本人に接種することを基本 としています。

2-4
障害者(及 びその家族)を優先すべ
き

138
障害者に関しては、新 型インフルエンザの重症化 リ
スクの高い基礎疾患を有する者 は対象としますが 、

その他の者 については、他者と比較して重症化や

死亡のリスクが高いことが確認されていないことか

ら、優先接種の対象外 としています。

ワクチンの安全性、確保について

4-1-2
ワクチンに不安がある(特 に輸入 ワ

クチン)
85

今回、接種 に用いようとするワクチンについては、今

回の新型インフルエンザに対して初めて使用される

ものであり、未知の要素あることから、効果に関する
データ収集及び安全性の確保に努めるとともに、医

療関係者 、国民等に幅 広く情報提供を行うこととし
ています。また、輸入 ワクチンについては、本文中に

も明記 しているとおり、健康危機管理の観 点から緊
ワクチンに関する安全性 ・有効性に 急に輸入し、一定量のワクチンを確保する必要があ

4-2 ついて、情報開示、情報提供をきち 78 るとされており、特例承認の対象になるものと考えて
んと行うべき いますが、安全性については特に留意 したいと考 え

ています 。

現在 、国内4社 のワクチン製造企業が新型インフル

3-1
国産ワクチンをもっと確保すべきで
はないか

21
エンザ ワクチンの製造を進めています。より多くの生

産ができるよう、引き続 き、各企業と協力して参 りま

す 。

4-1-4
ワクチンによる健康被害救済体制を
整備すべきではないか

48

本文に記載 しているとおり、企業に対し可能な限り

安全なワクチンを求めていくとともに、適切な救済措

置を講ずることとしています。

その他

今回の新型インフルエンザにおいては、H5Mと 異な

り、① 多くの感染者が軽症のまま回復していること、

2-4
社会機能維持者(警察、消防やライ
フライン関係者)を優先すべき

34 ②抗インフルエンザウイルス薬の治療が有効であ
る、など季節性インフルエンザと類似する点が多

ゆ い、などの特徴を踏まえ、社会機 能の維持 に関わる

者への接種を優先することは想定していません。

ワクチンについては、一定量が順次供給されること

2-1
優先接種を設けることに反対(国民
全員を対象にすべき)

33
から、一定の順序を設 けていない限り、混乱が発生

することが懸念され るため、優先接種対象者を定め

ることが必要であると考えます。

2-5-1 素案に賛成 66 一

一4一
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国

新 型イ ンフル エ ンザ(A/HIN1)ワ クチ ンの接種 につ いて

(素案)(鋲 笥寒)

平成21年9月 黛 日

厚 生 労 働 省

i削 除=4

1.新 型インフルエンザ対策における予防接種の位置づ け

(1)新 型イ ンフルエ ンザ ワクチ ン接種の 目的

新 型 イ ン フル エ ン ザ(A/HlN1)に つ いて は 、(1)感 襲 力は;強

ハが 、 多(■ 、② 抗 イ ン フル ニ::ニン

す る点が 多い,し か しなが ら、国民 の大多数 に免疫 がない ことか ら、

今後秋 冬に向けて、季節1生のインフルエンザ を大 きく上回る感染者が

発生 し、医療 をは じめ、我 が国の社会経 済に深刻 な影響 を与えるおそ

れが ある。

このため、今回の ウイル スの特徴等 も踏 まえ、政府の 雄 仁的対処 方

て、新型イ ンフルエ ンザ対策の 目標 を①国民生活や経済への

影響 を最小 限に抑 えつつ、感染拡大を防 ぐとともに、②基礎疾患 を有

す る者等を守 る、 とし、様 々な対策 を講 じてい る。 この 「基礎疾患 を

有す る者 等を守る」。とは、すなわち直接的、間接的に死 亡や重症化 を

防 ぐこ とを意 味す る。

糊 除:・

イ ンフルエ ンザ ワクチ ンは、一般的には、重症化予防、死亡数減少

を主 な 目的 と して使用 されてお り、今回の新型イ ンフルエ ンザに対す

る予防接種 も、死亡者や重症者 の発生 をで きる限 り減 らす こと及びそ

のために必要な医療 を確保す ることをその 目的 とす る。

(2)予 防接種の限界

現在、国内で使用 され ている季節性イ ンフルエ ンザ ワクチ ンは、重

症化や死亡の防止 について一定の効果はあ るが、感染防止、流行の阻

止等 に対 しては、効果が保証 され るものではない。 また、極 めて稀で

一1一
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はあ るが、重篤な副反応 も起 こりうるものであ る。

新型イ ンフルエ ンザ ワクチンも基本的 に同様 と考え られ るが、今 回

の新型イ ンフルエ ンザは、新 しい」之イ/レ窓 張巡ゑ感染症 であ り、蕊薫

に 涛 って1㌻戎 さ農 λゴフクチ と誌 有効性や安全 性、今後の製造 見通 し

な どにつ いて、糠 …1漁fでは不確実 な面が ある。
り一一,.…一一 一 ・一 ・一 ・∴ … ・・一 一r届 ・一

そのため、新型イ ンフルエ ンザ ワクチンに係 る対策は、当初 は季節

性 インフルエ ンザ ワクチ ンに係 る知見 に基づき構 築す るが、新 たな知

見が得 られた段階で、 これ を適宜見直 してい くρ

新型イ ンフルエ ンザ対策 は、予防接種のみに特化 したもの とす るの

ではな く、学校の休業な どの公衆衛生対策や抗 イ ンフルエ ンザ ウイル

ス薬 の投与 な どの複数の対策 を総合的 ・効果的 に組 み合 わせ て、バ ラ

ンスの とれた戦略 を構築すべ きで あ り、予防接種は、他の戦略 と補完

しなが ら進 める。

i削 除・現時点では

蘇=部

i削 除:も の とする

2.ワ クチ ンの 接種 に つ いて

(1)優 先接種対象者を定めることの必要性と基本約な考え方 '{削 除・について

ワクチ ンの接種 について は、当嚢確保 できるワクチ ンの総量が限 ら

れ てお り、また:その申か ら一 定量が順次供 給 され るこ とか ら、死亡者

や重 症者 の発 生 をできる限 り減 らす こ と及 びそ のため に必要 な医療

を確保 す るこ と、 とい う目標 に即 し、優先的に接種す る対象者 を決 め

るべ きで ある。 賎体的には、以下に承ナ ような死亡冬:臓症 化のi!ス ク 削除=

こと 、ま た、 それ らの翫 亡や 重症 化(幻}リスクが 高 ゴ 削除:が

(2)憂 先接種対象者についての考え方

'・L
___」

r
・1削 除:し た 状 態

,i

、・{削 除 ・期

・ ～

また 、イ ンフルエ ンザ患者 の診療 に直接従事す る

医療 従事者(救 急隊員 を含む。以下 同 じ。)に ついて は、イ ンフルエ

,■ 削除・において

1一:
削除:さらに一 辱

`i

削 除;直 接 、

乏

一2一



ンザ患者 か ら感 染を受 ける リスクが高蕊、膨 鎧 纂玄 る{1嚢鋸 難駐禦考が聡

i削 除:く 、
.ノ

その結果 、新型インフルエ ンザの重症患者や重症化す る リスクが高

い愚者 、その他 一般 の患者 に対す る医療 に支障 を来すおそれが ある。

アは
、流行 の ピー ク時であって も、こ

れ.らの想・鐵 こ対す る医療体制 を維持す る必要があることか ら、インフ

ルエ ンザ患者 の診療に蓋逡従事す る医療従事者 については、第一優先

の接錘 対'象考 とす る。 なお、WHOの 勧告 によると、必要 な医療体制

を維持す るため、第一優先 と して医療従事者 に接種すべ きで ある、 と

されてい る。

i削 除・の他

i削 除・そ ・で・

`∴』巨 ・て は
.'国 内 外 の 事 例(妊 婦

1こついては海外 の 編:詞)に おいて、入 院数や重症化率、死 亡率 が高い 潮 除は
一

こ とが量 され てお り、新型イ ンフルエ ンザの リスクが高 い ことが示 .

唆 されている ことか ら、これ らの者 につ いては、優 先接種 の対象 とす

る。
1削除:確認

なお、基礎疾患 を有す る者 の中で も、1歳 ～就学前 の小児 の接種 を

優先す る。

鯵編瀬薦濡 薪i

削除:(喘 息を含む。)

削 除:(高 血圧 を除く。)

※ 基礎疾 患::i:

∴

i削 除:疾 患

1削除・肝麗

i削除・、
また、海外事例 において乳児 の入院率が高い こと、国内事例 におい

て蝿 の重症例がみ られてい ること晶感染率が高い ことな どが示唆 さ 、

れてい る。更に、WHOの ガイ ドライ ンにおいて も、5歳 未満 の小児 削除・を含む・):
淋一

については、新型イ ンフルエ ンザ(A/HIN1)の ハイ リス ク者 とされ て

い る。 そのため、就学前 の小児 については、優 先接種 の対 象 とす る。

ただ し、1歳 未満の小児 については、予防接種 によって免疫 をつ ける ・　

ことが難 しいため、次善の策 としてその保 護者 に接種 し、感染 を防 ぐ 庶

ことが必要 となる。そ のた め、1歳 未満 の小児 の鑑 護 善につ いては、i削 除=・小児の

優先接種の対象 とす る。i削 除親

i削 除:(HIV、 悪性腫瘍を含む。)

鷹 甕要:…套 デ商縣 前o聾 ハ
潮 除:幼児

潮 除・親
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一.て 、

こ_… 隔

な お 、 総イ ン フノレエ ンザ
∫

.』}'7

等 に お い て 、 パ ・デ ニ

関 わ る'者につ い て は 、

以上 よ り、イ ンフルエ ンザ患者 の診療 に直捜従事 す る医療従事者、

妊婦及び基礎疾患を有する者(こ の中でも、1歳 ～就学前の小児の接

種 を優先)、1歳 ～就 学前の小児、1歳 未満 の小児 の保護者 及び優先

接種対象者の うち予防接種が受けられない者の保護者等の順に、優先

的に接種 を開始す る。なお 、一つのカテ ゴ リーの接種 が終了 してか ら、

次のカテ ゴ リーの接種 を開始す るものではな く、出荷の状況に応 じて、

各 カテ ゴ リーの接種 を開始す る。

..ヂ

i削除:醜

(3)そ の他の者につ いての考 え方

今回の新型 イ ンフルエ ンザ については、現在 の国内の事例 にお いて、

発症者の約70%、 入院患者の約80%が10代 以下の若年層 となっ

てお り、その多 くは普段健康 な若年者である。今後 もこ うした世代で

感染者 が急激 に増加 し、その中か ら、重症者 が一 定程度生 じる可能性

が高い。

また 、 高齢 者(65歳 以上 の 者 を い う。 以 下 嗣 じ.)に つ い て は 、

季節性インフルエンザにおいて重症化 リスクが高い集団である。現時

点では、新型インフルエンザの感染者数が相対的に少ないため、基礎

疾患を持たない高齢者の重症化事例が多く報告 されているわけでは

一4一 ・



ないが、今般 の新型イ ンフルエ ンザが、季節性イ ンフルエ ンザ と類似

した性質 を多 く持 っているこ とに鑑 みる と、基礎疾患 を持た ない高齢

者 も、重症化の リスクが高い可能性 がある。

こ うした観 点か ら、小学生、 中学生 、.高 校生1こ塑 当す る年齢の煮、

叢塗 び高齢者 について も、優先 的に接種す るこ とが望 ま しい。また、

現在10歳 未満 で重症化する例 が見 られ る馳 、特 に10歳 未満 の小

学生(低 学年)に ついては、可能 であれ ば、優先接種 対象者 と同様 に

対処す る(な お 、基礎疾患 を有す る小 ・中 ・高校生に彬 孫する費お,、L

び 高齢者 は、優 先接種対象者 に含 まれ ている)。 あわせて、高齢者 に

対 しては、季節性イ ンフルエ ンザ ワクチ ンの接種 を促進す る必要が あ

る。

i削 除・の で
㍉

、

i削 除・及

一
:

1

3.ワ クチ ンの確保 に つ いて

(1)国 内産 ワクチ ンの確保

国内産 ワクチ ンについては、優先接種対象者 に対 して、で きる限 り

早期 に接種機 会を提供す るために"早 急 に必 要量を確保す る。

灘 六}産…フク手 ンについては、7月 中旬以降、各 メーカーボ製造 を開づ

始 して お1)、.10月 下旬 以 降順 次 出荷 す る こ と と され て い る。 で き る,

限 り多 くの者 が 国 内産 ワクチ ン を接 種 で き る よ うに 、ワク チ ンの 効 率
`暖o

醜 ベイ アノレとli

畷,バ.イ ア ル の,バラ ン スを と・って 製 造 を すす め る こ と と してお り、現 時

点 で1ま 、:'拘 嚢22年3ブllま で に2,70G万 人 分 「`三')の17ク チ ン が 刊

{

削除:は

削除:日 本国 内にお けるワ クチンの製造

削除=に おい て順次

'削 除
:現 時点の 見通 しと して は、

!

削 除:さ れ、

、......

撰1二1∫能 とな る と考 え1三≧塵 盗,今 後 、魔 き続 き 、 各メ ー カー 笠題 係 音 と

.◎.

' ・一メ:ノ
、 輿 鱗 の 接 灘 爲 聾 圭 え 、 無 い ～イ ア ノレ1ご1{:醸Lバ

削 除=1m1バ イアルの場合 には、平成22年

3月 までに、約1,800万 人分 ㈱ が出

荷可能 と考 え られ ている。 また、

畷

削除:に す るため、 ワクチンの効率的な確

保 と接種の際 の利 便性 とのバ ランスを図 り

なが ら、

削除:可 能な限 り10m1バ イアルに よる効

率的な接種 を行 う計画 を策定 し、それに応

じた10m1バ イアル と1m1バ イアルの生

産割 合を決定す る。

※

一
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1

(2)輸 入 ワクチ ンの確 保

今後の感染 の拡大や ウイルスの変異等 のおそれ を踏 まえる と、重症

者の発生な どの健康被害 を防止す るためには、国内,鑑ワクチンだ けで

は十分な供給 量 とは言い難いので、健康危機 管理 の観 点か ら海外企業

か ら緊急 に輸入 し、一定量の ワクチンを確保す る。

輸入 ワクチンにつ いて は、早 けれ ば12月 下旬以降に使用ぬ可能塁

もあると考え られ てい るため、鐙1量 鐙載 豫 紫以夕郵(ノ:≧致へ の接種に用

い ることを想 定す る。

ただ し、輸入 ワクチンを実際 に使 用す るためには、事前 に安全性等

について盤 確認 を行 う必要が ある。

なお、国際的な ワクチン需給 について も配慮 し、途 、1∴擁 こお けるワ　　 　リサ 　 　

クチ ンァ ンセ スの改 欝(りための 支援策 を検討す る。

削 除:現 在 の ワ クチ ン製 造 株 の 増 殖 率 に 基

づ く、 年 度 内 の 製 造 推 定 量 は 、 約2,200万

人 分(1m1ペ イアルで 製 造 した 場 合)か ら約

3,000万 人 分(10mlバ イアルで製 造 した 場 合)。

今 後 、 製 造 株 の増 殖 率 が減 少 す る可 能 性 を

考 慮 し(2割 程 度 減 少 との 見 込 み 、1m1ハ"

イアルで製 造 した 場 合 〉、約1,800万 人 分 と し

て い る。

』'__一_一 ・,,.,....…・.一,・・一…__・ ・・… 一 く

削 除:で の 製
'、

削除:造

・、　 '儲譜;臨寓鵠隅隅㎝㎜

削 除:更 なる

削 除=2(3)に 掲げた者
、

、

4.留 意 事 項

今回、接種 に用 いよ うとす るワクチ ンについては、今 回の新型イ ン

フルエ ンザに対 して初 めて 費三成 され た ものであ り、 毒効 椎 や安 全'iでヒ、

嘱

削 除:輸 入ワ クチンについては

竃

削除:発 展途 上国への供与な ども検討

r

l削 除=使 用 され るし

、
..

'¶""ソ そ の た め
、 二二れ ら{こつ い て十 分 に安全 性 の確 保 に努 め る と

ともに、医療 関係者、 国民等 に幅広 く情報提供 を行 う。

削除=未 知の要素があ ることか ら

1

削 除:、

ノ

(1)安 全性の確認 について

・i削除・製造

ア.国 内 塵 ワ ク チ ン に つ い て ・L

躍

今回使用 され る国内産の新型イ ンフルエ ンザ ワクチ ンは、季節性!i削 除:製造コロ　 　ワ

イ ンフルエ ンザ ワクチ ン(HAワ クチ ン)と 同様 の方法で製造 され る

もの で あ る。 した が っ て 、安 全 性に つ い て は 、季 節 性 イ ンフル エ ン ・1削除、従

ザ ワクチン とほぼ同程度で ある と考 え られ る。 なお、有効性 につい

て も、ある程度期待 される と判断 され る。
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イ.輸 入ワクチ ンの承認 時の安全性、有効性の確保について

輸入 ワクチ ンにつ いては、

① 現 時点では国内外 での使用経験:・実績(臨 床試験 を除 く。)

がない こと

② 国内では使 用経験 のないア ジュバ ン ト(免 疫補助剤)(※)

が使 用 され ているこ と

③ 国内では使 用経験 のない細胞株 を用いた細胞培養 ㈱ に よ

る製造 法が用 い られてい るものが あること

④ 投与経路が筋肉内であるこ と

⑤ 小児に対 しては用量 が異 なること

な ど、国内1捲ワクチン とは異 なる。有効性 については、ある程度

期待 され ると判断 され る。一方 、我が国で大規模 に接 種 した場合 の

安全性 に関 しては、国内産 ワクチンよ りも未知の要素が大き く、そ'葡 葭、製品

の使用等に 当たっては、よ り慎重 を期すべ き との懸念 も専門家 か ら

示 されている。

※ア ジュバ ン ト(免 疫 補助剤):ワ クチ ン と混合 して投与す るこ とに よ り、 目的 とす

る免疫 応答 を増強 す る物 質。 これ によ り、同 じワクチン量で もよ り多 くの者 への

接種 が可能 となる。 一般的 に、副反応 の発生す る確 率が高い こ とが指摘 され てい

る。

※細胞培 養:ワ クチンの製造 方法の一種。 鶏卵に よる培養 よ りも、 生産 効率は 高い

とされ るが、イ ンフルエ ンザ ワクチ ンでは これ まで世界 で広 く使用 され るには至

っていない。また、一部 の海外 の ワクチンについては、製造 に使用 され る細胞 に、

がん原性 は認 め られ ない ものの、腫瘍原性 があ るとされ てお り、使用 等に あたっ

ては 、特に慎 重 を期すべ き との懸念 も専門家か ら示 され ている。

したが って、健康危機管理 の 目的か ら、特例的 に、通常の承認 の

要件 を緩和 して、緊急 に承認 を与 える場合であって も、薬事食 品衛

生審議会 において、

① 承認 申請 の際に添付 され る海外 臨床試 験成績等 の資料 に

よ り、その安全性について確認す るとともに、

② 国内での臨床試験 中に、中間的に安全性 について確認す る
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な どの対応 を講 じる。

また、特例的 な承認後 も、国 内及び海 外で実施 され てい る臨床試

験における安全性 を引き続 き確認 してい く。万が一、安全性 に問題

があ るおそれ がある場合 には、使用 しない こ と、使用 中止 もあ り得

る。 レ

ウ.安 全性情報の収集、評価等について

国内滋 ワクチ ンを含 め、 ワクチ ンについては、短期間に多数 の接

種が行 われ ること とな るため、

①薬事 法に規 定す る製造販売業者及び 医薬 関係者 に よる副作

用報告

②接種事業に よる医療機 関等 か ら国への副反応報告

③欧米等の規 制 当局、WHOか らの安全性情報 の入手

等に よ り安全性 情報の速や かな収集 に努 める。

また、その評価 につ いては、いわゆる紛れ込み事故(※)に 留意 し、

ワクチ ン接種 との関連性や接種規模 を踏 まえた発生状況な どについ

て専門家 に よる評価 を行 い、迅速 な安全対策 を講ず ることとす る。

副反応 を科学的 に評価す るための基礎的デー タを収集 す るシステム

について、専門家 の意 見を聞きなが ら検討 す る。

i削 除・製造

※ 紛れ込み事故:予 防接種後に身体に異常反応を疑う症状がみられた場合、ワク

チンの副反応が疑われるが、ワクチン接種によるもののほか、多数の接種を行

った場合、偶発的に感染した疾病により引き起こされる等のワクチン接種と関

連ない場合も考えられ、そのようなものを指 して紛れ込み事故と呼ぶことがあ

る。

エ.健 康被害の救済

以上 の措置 を講 じた と して も、万が一 、副反応 による健康被害が

生 じた場合には、適切 な救済措置 を講ず る。

(2)積 極 的な情報 開示 、情報提供
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新型イ ンフルエ ンザ ワクチ ンについては、有効性や安全性 に関す る

知見 について、不明確 な面が あるため、現時点の知見 を明確 にす ると

ともに、ワクチ ンの優 先順位 、接種実施方法な どに関す る政府 の方針

な どについて、国民の理解が得 られ るよ う、積極的 に情報 開示や説 明

を行 う。特 に輸入 ワクチンについては、性状、安全性お よび有効性 に

関す る情報 を国民 に対 して開示、説明す る。

ワクチン接種 はあくまで も個人の意思 を尊:重 し、ワクチンの効果や

限界、 ア ジュバン ト、

私荊 鱗 について十分 に説明 ・理解 を得た上で実施す ることとし、個

人の意思 を軽視 し、強制的 に接種す ることな どがないよ う、留意す る。
"甲

.〆 ド＼ ・瓦 … 柔・〆(ぴ

.η_ξ)ご ノ 、

、茎 ∫煮 に 対 し て 、 ワ ク チ ン の'功 果 、!ノ ス ク 、

騨 ノ拶 墜 、蹴 意 を得 煮ll.まで 擁 或す る こ とが で き る よ う、臨 ま擁 郵;!・;削 除:鵬 瀦 の

当銃 等 に`婿 して 、
許"

削 除:当

(3>そ の 地
i削 除=あ

ワ クチ ン 縫 謀 を 進 め て い る?}呈;窪 ワ ク チ ン'1(ンつ}いて は 、 鐙 月 塗 織 こll

で あ る、.蛮た 、梅 外 ワ クチ ン につ い て1ま海 外 の臨!無試 験 にお い て、鍵

るい
♂

、

ツ

、

》
.環
描
、

・謬、
q

1整備 を進 め 、あわ せ て海 外 の1ひ・こ説 等;につ い て の輪 譲11気簗 を進 め る こ と

"
ゾ

ノ

一了争ア

}

謡

罵

、カ、ノ

.

藤

＼

5束

　

・
天

"
〆

伸

,Z

」㌔
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(参考)

(優先接種:対象者)
・インフルエンザ患者の診療に従事する医療従事者(救 急隊員を含む)

・妊 婦

・基礎 疾患 を有 す る者

・
.1歳 ～就 学前 鉱

約100万 人

約100万 人

約900万 人

幽oo万 人

系ξ20δ 万人

(その他 の者)

・高 齢者(65歳 以 上)
, ,約1,400万 人

約2100万 人(重 複除 く)

合 計 約5,400万 人

削除:小 児(

削除:)

一

削除=

削除:両 親

〈

!'

削除:

※対 象者 数 に ついて は 、精査 の段 階 で変 更 があ り得 る。

削除:小 中高校 生

削除:

..副

一10一
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「医療の確保、検疫、学校 ・保育施設等の臨時休業の要請等に関る

運用指針(改 定版)」 の再改定(案)に ついて

1.運 用 指 針 とは

内閣総理 大 臣を本部 長 とす る新 型イ ン フル エ ンザ対策 本部 に おいて策

定す る 「基本 的対処方針(平 成21年5月22日)」 を受けて、地域 にお

ける医療 の確保 等につ いての指針 を厚生労働 大臣が 定める もの。

2.改 正 の背景 点

我が国において新型インフルエンザが流行期に入 った状況等 を踏まえ

て、基本的対処方針の改正と合わせ、必要な改正を行 うもの。

3.主 な改正 点

【患者、濃厚接触者へ の対応 】

【患者】

(旧)基 礎疾患を有する者等のうち、重症化するおそれがある者については

優先的にPCR検 査を実施し、必要に応じ入院治療を行う。

(新)重 症者および重症化するおそれがある者については、医師の判断によ

り入院治療を行う。医師が必要と認める場合にはPCR検 査の実施につ

いて保健所に依頼することが可能である。

【濃厚接触者】

(旧)基礎疾患を有する者等で感染を強く疑われる場合は医師の判断により

抗インフルエンザ薬の予防投与を行う。

(新)抗 インフルエンザ薬の予防投与は特段の理由がない限り推奨しない。

濃厚接触者で基礎疾患を有する者等は医師の判断で予防投与を行う。

【医療体制 】

(新)慢 性疾患等を有する定期受診患者については、

○感染機会を減 らすため長期処方を行 うこと

○発症時には電話による診療でファクシミリ等による抗 インフルエ

ンザウイルス薬等の処方ができること

を都道府県等は関係機関に周知することを明記。

【学校 ・保育施設等 】

(新)都道府県等から臨時休業の要請が無い場合にあっても、学校 ・保育施

設等の設置者は管理運営上等必要な臨時休業を行うことができる。

厚生労働省は臨時休業に係る判断に資するため、基本的考え方の提

示など必要な情報提供を行うこととした。

【サ〒ベイ ラ ンス】

(新)重症患者、死亡者の把握、ウイルス性状の変化の探知に重点を移 し

た体制への移行を踏まえ記述を修正

【検疫】

実態にあわせて・記述の大幅な蜷 等言己述 を修正
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新 旧 対 照 表

(変 更点は下線部で示す)

I
N
I

改 正 案

平成21年 ○月○ 日

厚生労働省

医療の確保 、検疫 、学校 ・保育施設等 の晦時休業の要請等に関す る運用指針(三

訂版)(案)

1,基 本 的 考 え方

平成21年6月19日 付 け厚生労働省 「医療 の確保、検疫 、学校 ・保育施設

等の臨時休業 の要請等 に関す る運 用指針(改 定版)」 につ いて、諸外国の患者

発生状況、 これ までの我が国の患者発生状況等 にかんがみ、'以下の ように改定

す る。

(諸外国の患者発生状況)

今 回の 新 型 イ ン フル エ ンザ(A/HlN1。 以 下 同 じ。)に つ い て は 、世墾

保健機関(WHO)がWHOフ ェーズ分類 を6と し、世界的 なまん延状況にあ

ると宣言 したの ち、WHOの 集計感染者数 は増加 し、感 染地域 も世界的に拡大

している。特 にすでに冬 を迎 えた南 半球において は、多 くの者が感染 し、死亡

者や 医療機 関の混乱が報告 され ている團 もある.今 後冬 葎迎える北半球の園々

にお いて も、1司様 の 状況 が 起 こる こ とが 予 測 され る,WHOは 加 盟 国 に対 し、

引 き続 き警戒 を求め るとともに、感染拡大は完全 には阻止できない ことを前提

に感染者の重症化防止に向けて、社会経済的混乱を招かない ことを視 野に入れ

っつ、各国の状況に応 じて ワクチン対策、医療 体制 の確保等について柔軟 に対

応す ることを求 めている。

現 行

平成21年6月19日

厚生労働省

医療の確保、検疫、学校 ・保育施設等の臨時休業の要請等 に関す る運用指針(亟

定版)

1.基 本 的 考 え方

平成21年5月22日 付 け厚生労働省 「医療の確保、検疫、学校 ・保育施設

等の臨時休業の要請等に関す る運用指針」について、諸外国の患者発生状況、

これ までの我が国の患者発 生状況等 にかんがみ、以下のよ うに改定す る。

(諸外国の患者発生状況)

今 回 の新 型 イ ン フル エ ンザ(A/HlN1。 以 下 同 じ。)に つ い て は、里 在

に お いて も感 染者 数 は増 加 してお り、 特 に これ か ら冬 を迎 え る南 半球 にお い て

増加 が 著 しい。 平成21年6月12日(日 本 時 間)、 世 界 保 健 機 関(WHO)

は感染状況について異な る複数 の地域(大 陸)の 国にお いて地域(コ ミュニテ

イ)'で の 持続 的 な感 染 が認 め られ る と して 、2009年 改 訂 ガイ ドライ ンに基

つ くWHOフ ェー ズ分 類 を6と し、世 界 的 な まん延 状 況 に あ る と宣 言 した。至

の上で、WHOは 加盟国に対 し、引き続 き警戒 を求め るとともに、社会経済的

混乱を招かないよう洛 国の状況 に応 じて柔軟 に対応す ることを求めている。
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(我が国の患者発生状況 と今後 の見通 し)

我が国における感染の状況について、全 国約5,000箇 所 の定点医療機 関

で行 うインフルエンザサーベイ ランスの調査結果に よれ ば、定点医療機関 当た

りのイ ンフル エ ンザ の患 者 報 告 数 が 、 平成21年 第33週(8月10日 か ら8

月16日)時 点 で全 国 平 均1.69と な り、季 節性 イ ンフ ルエ ンザ にお け る流

行 開始 の 目安 と して い る1,00を 上 回 り、 さ らに そ の後 増 大 して い る。 イ ン

フル エ ンザ ウイル スサ ー ベ イ ラ ンス の 結果 とあわ せ 、 そ の大 部 分 は 、新 型 イ ン

フルエンザ ウイル スの感染 患者 であ ると考 え られ、今 回の新型イ ンフルエ ンザ

につ い て は、既 に流 行期 が 開 始 とな り、感 染 が 拡 大 しつ つ あ る状 況 で あ る。 ま

た、8月15日 には新型 イ ンフルエ ンザ確定患者 の死 亡が国内で初めて確認 さ

れ た 。

(削 除)

今回の新型インフルエ ンザは、多 くの感染者が軽症のまま回復 し、抗イ ンフ

ルエ ンザ ウイルス薬の治療 が有 効であるな ど、季節性イ ンフルエンザ と類似す

る点 も多いが、他方、その特性 と して、基礎疾患を有す る者等 は重症化の可能

性が高い との報告 があ り、実際に、基礎疾患を有す る者の死亡や小児の脳症や

肺炎に よる重症例が 目下少数例 に とどまってい るものの、報告数 として増加 し

っつ あ る。 この た め、今 後 、感 染 拡 大 に よ りこれ らの 事 例 が さ らに 加 しへ 医

療機関が混乱す るおそれがあることを想定 して対処す る必要がある。

(基本的考え方)

新型イ ンフルエ ンザにつ いては、既に流行期 に入 り、感染が拡大 している状

況 にあることを踏まえ、対策の基本的考え方 として、以下の よ うな視点に主眼

を置いた対策 を迅速に実施 して い くことが重要であ るこ とを、関係者間の共有

認識 とするべきである。

(我が国の患者発生状況 と今後の見通 し)

我 が国 における感染の状況については、一部地域にお いて、海外渡航歴のあ

る者 が端緒 となる散発 事例 と学校 にお ける集団発生事例 、 さらに これ以外にも

散発 事例がい くつかの都道府県で見 られ てい る。 これ らの事例につ いて感染拡

大防止のための調査や健康観察などを行 っている。

しか し、外国 との交通が制限 され ていないことや南半球 をは じめ とす る諸外

国での感染状況の推移 を見ると、海外 か らの感染者 の流入 を止めることはでき

ず 、 今後 とも、我 が国 に お いて も、患 者 発 生 が続 く と考 え られ る。 さ らに 、一

部に原因が特定できない散発事例が発生 していることを見る と、秋冬 に向けて、
いっ全 国的かつ大規模 な患者の増加 を見て もおか しくない状況であると考えら

れ る 。

今回の新型 インフルエンザの特性 と して、基礎疾患を有す る者等は重症化の

可能性 が高い との報告がある。今後、患者数 の増加に伴 い、基礎疾患のあ る者

で重症患者が増加する可能性 があり、これ に対応 しなければならない。

鴫

(基本的考え方)

新型 インフルエ ンザについては、現在 の感染状況を見 ると、感染拡大防止措

置による患者 の発生をゼ ロにす るための封 じ込め対応 は、既 に現時点では困難

な状 況 で あ る。
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今後、感染の急速 な拡大 と大規模 かつ一斉 の流行 が起 こる可能性 があるとい

う観点に立 ちっっ、 引き続 き公 衆衛生対策 を行 うこ とによ り急激 な患者の増加

を防止す る とともに、患者数増加 の ピー クをできるだけ抑制 し、社会活動の停

滞や医療供給への影響 を低減 させ、国民が安心 して生活で きる環境 を維持 して

い く必 要 が あ る。 した が っ て 、多 くの 国 民 が うが い ・手洗 い等 の 基本 的 な感 染

症予防対策等 を実施 し、軽 ～中等症の人にあっては基本的には自宅での療養 を

行 うことな どによ り、患者数 の増加 に伴い増える と考 えられ る医療機関の負担

を可能な限 り減 らし、患者 の重症化防止 を最優先 とす る医療体制 を整備する と

ともに、 あわせ て 予 防接 種 に よる対策 な ど も講 じて い く こ とが必 要 で ある。

なお、患者の把握 については、患者数 の大幅な増加 の端緒 となる事例や全国

的な傾向を的確かつ速やか に探知す る体制 か ら重症患者 、死亡者 の把握 、 ウイ

ルス性状の変化の探知に重点 を移 した体制 、及び定点サーベ イランスに移行 し

て い るが、 さ らに これ らが 円滑 に進 め られ る よ うにす る。

(削除)

この よ うな観 点か ら、 以下 の 考 え方 に基 づ き、今 後 、2以 下 に述べ る対 策 を

速や か に講 じる もの とす る。

① 大規模 な流行が生 じた場合 にお いて も患者数 の急激 な増加 に対応 できる病

床の確保と重症患者の救命を最優先とする医療提供体制の整備

② 適切な院内感染対策の実施や積極的な広報の展開等による基礎疾患を有す

る者等の感染防止対策の強化

③ 急速 に感 染が拡大す る情勢にあ ることか ら、患者 数の大幅な増加の端緒 と

なる事例や全国的な傾 向を的確 かつ速や かに探知す る体制 か ら重症患者 、死

したがっで、秋冬 に向けて国内での患者数の大幅な増加 が起 こ りうるとい う

観点に立ちっっ、患者数 の急激で大規模 な増加 をで きるだけ抑制 ・緩和す るこ

とに より社会活動の停滞や医療供給への影響 を低減 させ る。 また、ほとん どの

者は軽症のまま回復 してい るが、一部の基礎疾患を有す る者等は重症化す るこ

とが 分 か って い る。 したが っ て 、軽 症 の 人 が 自宅療 養 を行 うこ と等 に よ り、 患

者数の増加に伴 い増えると考え られ る医療機 関の負担を可能 な限 り減 らし、重

症患者に対す る適切な医療 を提供す ることを 目指す ことが必要で ある。

また 、患者 の把握 につ い て も、個 々の発 生 例 で は な く、患 者 数 の 大幅 な増加

の端緒 どなる事例や全国的な傾 向を的確かつ速やかに探知 し、対策につなげて

い くこ とが必 要で あ る。

さらに、患者数 の急激で大規模 な増加 を見てか ら、対策 の変更を講 じること
〆は

、現場の混乱を引き起 こしかね ない。現時点 を、感染拡大防止措 署により患

者の 加 を抑制 しつつ 、秋冬 の事態 に対応す るための準備 の期間 と位置付け、

仮 に患者が急増 した場合で も、社会的な混乱が最小限 となるよ う体制を整えて

い く こ とが必 要で あ る。

この よ うな観 点 か ら、以 下 の 考 え方 に基 づ き、

に講 じる もの とす る。

2以 下に述べ る対策を速やか

① 重症患者数の増加 に対応 できる病床の確保 と重症 患者 の救命 を最優先 とす

る医療提供体制の整備

② 院内感染対策の徹底等に よる基礎疾患を有す る者等の感染防止対策の強化

③ 感染拡大及び ウイルスの性状の変化を可能な限 り早期 に探知玄 るサーベイ

ランスの着実な実施
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亡者の把握、 ウイルス性状 の変 化の探 知に重点を移 した体制、及 び定点サー

ベ イ ラ ンスに移 行 して い るが 、 さらに これ が 円滑 に進 め られ る よ うにす る。

④ 感染の急速な拡大 と大規模 かつ一斉 の流行 を抑 制 ・緩和す るための公衆衛

生対策の効果的かつ社会影響 とのバ ランスを考慮 した実施

(削 除)

2,地 域 にお け る対 応 につ い て

(1)発 生患者 と濃厚接触者への対応

① 患者

発熱、呼吸器症状等のインフル エンザ様症状を有す る者は、本人の安静及び

新たな感染者をできるだけ増や さないよ うに外出を 自粛 し、拡 インフルエンザ

ウイ ル ス薬 の投与 も含 め医師 の 指 導 に従 く)て自宅 にお い て療養 す る。

基礎疾患 を有する者等*に つ いては、軽症であってもかか りつ け医等 に電話

又は医療機 関を受診 して、抗イ ンフルエ ンザ ウイル ス薬の投与 も含め医師の指

導に従 って療養す る。

また、重症者および重症化す るおそれが ある者 については、医師の判断によ

り入院治療 を行 う。 この とき、医師が必要 と認 める場合にはPCR検 査の実施

について保健所に依頼す ることが可能であ る。なお、医師の判断に資するため、

厚生労働省 において、医療 関係者 に対 して、随時、最新の科学的知見等を情報

提供す ることとす る。

② 濃厚接触者

④ 感染の急速 な拡大 と大規模 かつ一斉 の流行 を抑制 ・緩和するための公衆衛

生対策の効果 的な実施

なお、 これ までは感染者 ・患者 の発生 した地域 を大きく 「感染 の初期 、患者

発生 が少数 であ り、感染拡大防止 に努 めるべ き地域」 と 「急速 な患者数の増加

が見 られ、重症化の防止 に重点を置 くべ き地域」の2つ の グルー プに分 けて指

針 の運用 を行 って きたが 、 この グルー プ分 け を廃 止す る。

2.地 域 に お け る対 応 につ い て

(1)発 生患者 と濃厚接触者への対応

① 患者

原則 として患者(患 者 と疑われ る者 を含 む。)に ついては、医師の指示 等に

従 い 、入院 措 置 で は な く、 新 た な感 染 者 をで きるだ け増や さない よ う、外 出 を

自粛 し、 自宅 において療養する。なお、感染拡大のおそれが ある場合 などにつ

いては必要に応 じて入院 させ ることも可能 とす る。

基礎疾患 を有す る者等*に 対 しては、早期か ら抗インフルエ ンザ ウイルス薬

の投与を行 う その うち、重症化するおそれがあ る者 については優先的にPC

R検 査 を実施 し、必要 に応 じ入院治療 を行 う。なお、医師の判断に資す るため、

厚生労働省において、医療従事者 に対 して、随時、最新の科学的知見等 を情報

提供す ることとす る。

② 濃厚接触者
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(削除)

抗イ ン フル エ ンザ ウイ ル ス薬 の 予防 投 尊 に つ い て は特 段 の埋 由が ない 限 り、

推 奨 しない。 そ の一・方 、患 者 と濃 厚 に援 触 す る な ど して 感 染 を強 く疑 われ る場

合 、 基礎 疾 患 を:有す る者'等に 対 して は、 医 師 の 判断 に よ り抗 イン フル ユ ンザ ウ

イルス薬の予防投厚 を行 う。

イ ンフルエ ンザ患者 に対応す る医療従事者については、基本的な防御 なく明

らかに ウイル スに曝露 した場合 においては、抗イ ンフルエ ンザ ウイルス薬の予

防投与を実施す ることも検討 し、本人の同意に もとづ き、医師が投与の要否 を

判断す ること この場合 、予防投与の有無に関わ らず、職務の継続 は可能 であ

るが、職務 の形態 を工夫 した り、マス クの装着や手指消毒の励行、発症が疑 わ

れた際の早期治療 ・休業等によ り院 内感染 の予防に十分に注意す ること。

*基 礎疾患を有す る者等:新 型イ ンフルエ ンザに罹患す ることで重症化する

リス クが高い と考え られてい る者をい う。通常のイシフルェ ンザでの経験に加

え、今回の新型インフルエ ンザについての海外の知見によ り、以下の者 が該当

す ると考え られ る。.,

妊婦、幼児、高齢者 、慢性呼吸器 疾患、慢性心疾患、腎機能障害、肝機能障

竃晶挫,経疾懲 ・1申聾 角1写疾鑑 濫血櫨疾慰、糖尿病 、塞燈やヱ盒療圭・謎iう 魚1劉瑠剛状

態を有 してお り治療経過や管理 の状況等を勘案 して医師に より重症化への リス

クが高い と判断 され る者等。

(2)医 療 体制

発熱相談セ ンター等 の電話相談窓 口は、受診す る医療機 関が分か らない人へ

の適切な医療機 関の紹介 、自宅療養 している患者への相 談対応等、電話による

情報提供 を行 う。 電話相談窓 口の具体的な運用については、地域住民が どのよ

うな情報 を必要 としているか等に応 じて都道府 県等 において決定す る。

外来部門においては、今後 の患者数の増加 に対応す るために、原則 として通

患者の濃厚接触者に対 しては、都道府県等 は、外出 自粛 な ど感染拡大防止行

動の重要性 をよく説明 し協力 を求める とともに、一定期間に発熱等の症状が出

現 した場合 、保健所への連絡 を要請する。学校等 の集団に属す る者であって、

複数 の患者 が確認 された場合 は、必要に応 じ積極 的疫学調査を実施 し、濃厚接

触者 を特定する。

基礎疾患 を有す る者等 で感染 を強 く疑われ る場合 については、抗インフルエ

ンザ ウイルス薬の予防投与 を医師の判断 によ り行 う。 さらに、医療従事者や初

動対処要員等 の うち基礎疾患 を有す る者 については、それ らの者 がウイルスに

曝露 した場合 には、抗インフルエ ンザ ウイルス薬の予堕投与を行 う。その上で、

感染 した可能性が高 くない場合 には、職務の継続 を可能 とす る。

*基 礎疾患を有す る者等:新 型イ ンフルエ ンザに罹患す ることで重症化する

リスクが高い と考 えられている者 をい う。通常のイ ンフルエ ンザでの経験に加

え、今 回の新型イ ンフルエ ンザについての海外の知見に より、以下の者が該当

す ると考え られる。

妊婦、幼児、高齢者、慢性呼吸器疾患 ・慢性心疾患 ・代謝性疾患(糖 尿病等)

・腎機能障害 ・免疫機能不全(ス テ ロイ ド全身投与等)等 を有 してお り治療経

過や管理の状況等を勘案 して医師によ り重症化への リスクが高い と判断 される

者等。

(2)医 療 体 制

発熱相談セ ンターは、受診す る医療機関が分 か らない人への適切な医療機関

の紹介、 自宅療養 している患者への相談対応 等、電話 による情報提供を行 う。

具体的な発熱相談セ ンターの運用については、地域住民が どの ような情報を必

要 としているか等 に応 じて都道府 県等において決定す る。

外来部門においては、今後 の患者数の増加 に対応す るために、現在、発塾外
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常 もインフルエ ンザ患者の診療 を行 って いる全ての一般医療機 関において診療

を行 う。

院内での感染予防のため、新型 インフルエ ンザが疑わ しい発熱患者 とその他

の患者 にっいて医療機 関内の受診待 ちの区域 を分 ける、診療時間を分 けるな ど

発熱外来機能 を持 たせ るよう十分 な配慮 をす ることが望まれ るが、その程度 に

ついては、医療機関が対応可能な範囲で判断す る。

また、慢性疾患等 を有す る定期受診 患者 については、感染機 会を減 らすため

長期処方を行 うことや、発症時 には電話 による診療でファクシ ミリ等 による抗

インフルエンザ ウイル ス薬等 の処方 ができることについて、都道府 県等は関係

機 関に周知す る。

夜 間や休 日の外 来患者の急激 な増加 に備 えて、`道 府県等は、地域医師会 と

連携 して、救急医療機関の診療 を支援す る等の協力体制 についてあ らか じめ調

整 してお く。 さらに、患者数 が増加 し医療機関での対応が困難な状況が予測 さ

れる場合には、公 共施設等の医療機 関以外 の ところに外来 を設 置す る必要性 に

ついて、都道府県等が地域の特性に応 じて検討す る。

入院遡 については、重症 患者 の増加 に対応す るため、感染症指定医療機 関

以外 の一般入院医療機関において も入院を受 け入れ る。その場合 も、医療機 関

は院内感染防止 に配慮 した病床 の利 用に努 める。都道府県は、地域 の実情に応

じて病床 を確保す る。都道府 県等は、入院診療 を行 う医療機関の病床数及 び稼

働状況、人工呼吸器保有台数及 び稼働 状況、並びに これ らの実施 が出来 る人員

数な どについて確認 し、必要に応 じて患者 の受入調整等 を行 う。特 に、透析患

者、小児、妊婦等の重症者の搬送 ・受入体制について整備す る。

すべての医療機関は、対応 可能 な範囲で院 内感染対策 に最大の注意 を払 う。

特に、基礎疾患 を有す る者等へ感染 が及 ばない よ う十分 な感染 防止措置を講ず

亙 。

都道府県は、特に新型イ ンフル エ ンザに感染 した際の リスクが高い と考 えら

れ る者 を守るため、都道府 県の判断 に よ り発熱、呼吸器症状等 のイ ンフルエ ン

ザ様症状 を有す る者 の診療 を原則行 わない医療機 関(例 えば透析病院、がん専

門病院、産科病院等)を 定めることができる。

(3)学 校 ・保 育施 設等

来 を行っている医療機 関のみな らず、原則 として全ての一般医療機関において

も患者 の診療 を行 う。

その際、発熱患者 とその他の患者 につ いて医療機 関内の受診待 ちの区域 を分

ける、診療時間 を分けるなど発熱外来機能 を持たせ るよ う最大の注意を払 う。

特 に、基礎疾患 を有す る者等へ感染が及 ばない よ う十分な感染防止措 置を講

ずる。また、公共施設 、屋外テ ン ト等の医療機 関以外の ところに外来を設置す

る必要性昼 、都道府県等が地域の特性 に応 じて検討す る。

入院については、原則 として実施せず 自宅療養 とす るが、重症患者について

蛙、感染症指定医療機関以外 の一般入院医療機関においても入院を受 け入れ る。

その場合 も、医療機関は院 内感染防止 に配慮 した病床の利用に努 める。都道府

県は、地域の実情 に応 じて病床 を確保す る。

都道府県は、特に新型イ ンフルエンザに感染 した際の リス クが高い と考 えら

れ る者 を守るため、都道府 県の判断 に より発熱患者 の診療を原則行 わない医療

機 関(例 えば透析病院、がん専門病院 、産科病院等)を 定めることができる。

(3)学 校 ・保 育施設 等
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学校 ・保 育施 設 等 の 臨 時 休 業 に つい て は 一定 の効 果 が あ った とこ ろで あ り、

引き続 き学校 ・保育施設等で患者が発生 した際 には、都道府県等が感染拡大防

止等公衆衛生上必要であると判断 した場合、当該学校=保 育施設等の設置者等

に対 し臨時休業を要請す る。また、臨時休業の要請が無い場合 にあって も、学

校 ・保育施設等の設署者は管理運営上等必要な臨時休業 を行 うことがで きる。

なお、厚生労働省 は、臨時休業に係 る判断 に資す るため、基本的考え方の提

示な ど必要な情報提供 を行 う。

大学 に対 しては、都道府 県等 は、必要に応 じ、休業 も含め、できる限 り感染

拡大の速度 を遅 らせ るための運営方法の工夫を要請す る。

(削除)

3.サ ーベ イ ラ ンス の着 実 な実施

→(3)へ

学校 ・保育施設等で患者 が発生 した量倉 、当該学校 ・保育施設等の児童 ・生

徒等 を感染か ら守 るために、都道府県等は、当該学校 ・保育施設等の設置者等

に対 し、必要に応 じ臨時休業を要請す る。

なお、感染拡大防止のため特 に必要である と判断 した場合、都道府県等は、

患者が発生 していない学校 ・保育施設等を含 めた広域 での臨時休業 の要請 を行

うこ とは可能 で あ る。

大学に対 しては、都道府県等は、必要 に応 じ、休業 も含 め、できる限 り感染

拡大の速度を遅 らせるための運営方法の工夫を要請す る。

3.サ ー ベイ ランス の着実 な実施

(1)感 染拡大の早期探知

新型 インフルエ ンザの集 団にお ける患者発生 を可能な限 り早期に探知 し、感

染の急速な拡大や大規模な流行への発展の回避を図 る

このた め、保 健所 は、全 て の患 者(疑 い 患者 をAむ)を 把 握 す るの では な く、

放置すれば大規模 な流行 を生 じる可能性 のある学校等 の集団に属す 亙者につい

て、重点的に把握 を行 う。 また、同一集 団内で続発 する患者 についても把握 を

行 う。 この変 更 に 当た って は、 円滑 な移 行 期 間 を経 て 、速 や か に実施 す る。

地方衛生研究所は、これ らの疑 い患者の一部か らの 、体に対 し、確認検査を

実施 し、新型イ ンフルエ ンザ と確定 した場合には、医師は、保健所への届出を

行 う。

あわせて、保健所においては、従来か ら学校等 にお けるイ ンフルエ ンザの集
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(1)重 症化及び ウイルスの性状変化の監視

入院 した重症患者の数や病状を把握す るとともに、予め定 められた病原体定

点医療機 関か らイ ンフルエンザ患者の検体提出を受 け、地方衛生研 究所及び国

立感染症研 究所 において、 ウイル スの性 状、病原性や薬剤耐性 など、 ウイルス

の性状変化 に対す る監視を実施す る。その結果、性状の変化が見 られ た場合 に

は、その結果 を公衆衛生面、医療面等 にお ける対応へ的確 に反映 させ る ととも

に国民に情報提供 を行 う、,

(2)全 体的な発生動向の把握

予め定め られ た定点医療機関 にお けるイ ンフルエンザ患者 の発生状況の保健

所への報告に基づき、全体的 な発生動 向を把握 し、医療関係者や国民へ情報提

供す る。

(3)地 域 における感染拡大の早期探知

地域 において放 置すれば大規模 な流行 につ なが る可能性 がある 団的な発 生

の端緒 を早期に把握 し、感染の急速 な拡 大の防止 を図る。

このため、保健所は、全ての患者(疑 い患者 を含 む)を 把握す るのではな く、

放置すれば大規模 な流行を生 じる可能性の ある学校等の集団 に属す る者 につい

て、重点的に把握 を行 う。 また、同一集団内で続発す る患者 についても把握 を

行 う。 、

(削除)

団発生 にっながる出席停止や臨時休業の状況 を把握 しているが、今後は、 より

迅速に把握す る。

都道府県等 では、これ らの結果等 を国へ報告す るとともに、患者への対応、

濃厚接触者への対応等 を含 め、必要な感染 拡大防止対策 を実施す る。

(2)重 症化及び ウイルスの性状変化の監視

入院 した重症患者の麩 を把握す るとともに、予め定め られた病原体定点医療

機関か らイ ンフルエ ンザ患者の検体提出 を受 け、地方衛生研 究所及び国立感染

症研究所において、病原性や薬剤耐性 な ど、 ウイルスの性状変化に対す る監視

を実施す る。 その結果、性状の変化が見 られ た場合 には、その結果を公衆衛生

面、医療面等における対応へ的確に反映 させ る。

(3)イ ンフルエ ンザ全体の発生動向の的確 な把握

予め定められた定点医療機 関におけるイ ンフルエンザ患者の発生状況の保健

所への報告に基づ き・インフルエ ンザ全体 の発生動 向を的確に把握 し、医療関

係者や国民へ情報提供する。

r1ノ藤 獄 の早薪蜘 ※厚掲

新型 イン7ル エングの 厘1〆ごお ゲる憩孝秀盈 を可諺な贋 ク早期 〆ご嫌 し、癖

契の念速な拡大や大規麓な源庁への秀麗の醗 を図る。

このた め、架 ・建所 な'、釜 ての憩 孝 凝 の憩 孝 を含 むノ を麺握 ナるの でな な ぐ、

孜 置 ナノτぱ)元規 撹 な茄 行 を.生 じる 可譜 荏 のあ る 学狡 箏の癸 伍 〆こ属 ナ る孝 〆こつ い

で、重 、蜘的 〆こ摺握 を庁 ラ。 また 、μヲー糞 厘1!夕でン続秀 ナる憩者;〆こつ い で6把 握 を

行 ラ。 この変 更7ご当た っ でぼ、 巧ア静 な拶 行潮7局7を鰹 で、速 やか 〆こ芙勉 ナ る。

増方 衝1生研究所な'、こ九 らの艇 い憩孝 の一部か らの楓 体〆ご.がし、礎謬演蒼 を

実勉 し、新型イ ンフノ〃エ ンゲと確定 乙た揚否〆こな、医筋ぱ、架蜥 への届出 を

行 ラ。

baba
四角形



⊥

O
ー

(削除)

(削 除)

4,検 疫

(削除)

全入国者 に対 して、新型イ ンフルエ ンザ に対す る感染予防に留意す るよう周

知す るとともに、発症 した場合には医療機 関を受診す るよ う引き続 き周知徹底

する。また、国内対策 との整合性 を踏 まえ、検疫時 に基礎疾患等 を有す ること

が確認できた発熱、呼吸器症状等のイ ンフルエ ンザ様症状 を有す る者について

は、早期 に医療機 関を受診す るよう勧奨す る。

(削除)

(削 除)

(削 除)

あわぜ で、架健所 にお のでな、琵某か ら学狡割 こ'おソプるイ ンフノレエンゲの窮

伍 発杢 〆こつなが る超薦'停丑 や臨 碍…休業 の汐e虎 を把 握【しでい るが 、 今授 な、 よ ク

週速に摺握 ナる。

都齢 娯 箏 でな、 これ らの溜栗 箏を画へ叛告ナるとと6〆こ、憩孝 へのガ応 、

農厚滲搬 孝への赫 箏を含め、必要な癖染獄 防趾ガ飛を実殖 ナる

4.検 疫一

現状では既 に世界的なまん延状況にあるとの認識の下、今後の検疫 の方針 を

入国者全員への十分な注意喚起 と国内対策の変更に応 じた運用へ転換す る。

全入国者に対 して、検疫ブー スの前で呼びか けを行 うとともに、新型インフ

ルエンザ に関す る注意 を記載 した健康カー ドを配布 し、個人 としての感染予防

に留意す るよう周知す る とともに、発症 した場合には医療機 関を受診す るよ う

さらに周知徹底す る。

有症者の把握にっいては、事前通報があった場合 の状況 に応 じて、機 内検疫

を継続実施す るほか、機内アナ ウンスの強化等 による自己申告への協力 衣頼を

継 続す る。

検疫 で判明 した有症者(同 一旅程 の集団か ら複数の有症者が認 められた場合

を除 く)に つ い て は、原 則 、 新 型 イ ン フル エ ンザのPCR検 査 を行 わず 、 症状

に応 じたマ スク着用や可能 な限 り公 共交通機 関を使 わない などによ り帰宅(自

宅療養)さ せ る。

同一旅程の集団か ら複数の有症者が認 め られた場合 には、検疫所 において確

認のため新型イ ンフルエ ンザのPCR検 査 を実施 し、陽性 の場合には本人に連

絡 し医療機 関受 診 を勧 め る。 この場 合 、 当該 同一 旅 程 の他 の者 につ い ては 、住

所地等を確認の上、都道府県等に対 して、情報提供 を行 う。都道府県等は、こ

の者に対 し、外 出自粛な ど感 染拡大防止行動の重要性 をよ く説明 し協力を求め
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5,更 な る変 化 に備 えて

(削 除)

(削 除)

サーベイ ランスについては、感染 拡大 の早期探知の取組 を停止す るとともに

ウイルスの性状に変化 が見 られ、病原性 の増大や薬剤耐性の獲得 が生 じた場合

は、直 ちに現 地調査等を行 って情報分析 を進 め、専門家 による評価 を行 った上

で、必要に応 じ本運用指針の見直 しを行 う。

るとともに、一定期間に発熱等 の症状が出現 した場合、保健所への連絡 を要請

す る 。

5.更 な る変 化 に備 えて

秋冬に向けて起 こ りうる国内の患者数の大幅 な増加 に対応する準備 とともに、

実際に、患者数 が大きく増加 した ときの適切かつ迅速な対応を さらに検討 して

い く ことが必 要 で あ る。

特 に入院医療について、患者が適切な 医療 を受 け られない事態を回避す るた

め、よ り重症者 に限定 した入院 医療の提供な ど具体的 な対策 を検討 し明 らかに

してい く必 要 が あ る。

サーベイ ランスについては、感染拡大 の早期探知の取組 を停止 し、定点医療

機 関にお ける発 生動向の把握等 に特化す る とともに、病原性や薬剤耐性な どの

変化 を見るた め病原体サーベ イランスを継続す るな ど、状況に応 じた対応を行

う 。

また、 ウイル スの性状に変化が見 られ、病原性 の増大や薬剤耐性の獲得 が生

じた場合 は、本運用指針の見直 しを検討す る。
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